
 

75 

 

イ. 事業実施時期の調整 

■現地調査等の結果を踏まえた事業実施時期の想定          ※：事業実施の基準年 

 
計画期間内（2021～2030 年度） 

前期５年 後期５年 

関戸第一住宅 

・外壁改修工事※ 

・屋根改修工事※ 

・風呂釜更新※ 

・外壁改修工事 

・屋根改修工事 

・風呂釜更新 

・給排水管改修工事※ 

関戸第二住宅 

・外壁改修工事 

・屋根改修工事 

・給湯器更新※ 

・給水設備改修工事※ 

・給排水管改修工事 

・外壁改修工事※ 

・屋根改修工事※ 

・給水設備改修 

・給排水管改修工事※ 

落川住宅  ・外壁改修工事※ 

      ※長寿命化型改善事業（外壁改工事、屋根改修工事、給水設備改修、給排水管改修工事）を実施の前年度に

は、必要な測量、調び設計による「改修設計」を実施する。 

       

〇事業実施時期の調整 

・計画期間内の事業のうち、関戸第一住宅における住戸内部の「風呂釜更新」及び関戸第二住

宅における住戸内部の「給湯器更新」については、入居者から改修について同意を得た住戸

及び退去後に順次実施する。 

・各事業の詳細な実施時期については、財政上の理由等を鑑み、毎年度の中期事業計画を通じ

て担当部署と協議を行う。 
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③中長期的な管理の見通し【3 次判定－➃-3】」 

・全団地・住棟の供用期間、事業実施時期の見通しを示した概ね 30 年程度の長期的な管理の

見通しを示す。 

・市営住宅の管理戸数は 3 団地の 113 戸を維持する。なお、関戸第一住宅の耐用年数が超過

するのは、令和 43（2061）年であり、2050 年以降は長寿命化型改善事業実施後 10 年

間は維持する必要があるため、耐用年限 10 年前の 2051 年以降は改善事業を実施しない

ものとする。また、財政状況等を様子みながら建替に向けた検討を行う。 

 

団地名 2020 年 
2021年- 
2030年 

2031年- 
2040年 

2041年- 
2050年 

関戸第一 
住宅 

36 戸 

個別改善 個別改善 個別改善 

・外壁改修 

・屋根改修 

・給排水管改修 

・風呂釜更新 

・風呂釜更新 
・風呂釜更新 

・給水設備改修 

関戸第二 
住宅 

54 戸 

個別改善 個別改善 個別改善 

・外壁改修 

・屋根改修 

・給排水管改修 

・給湯器更新 

・給水設備改修 

・給湯器更新 ・給水設備改修 

落川 
住宅 

23 戸 

個別改善 個別改善 個別改善 

・外壁改修 
・給排水管改修 

・給湯器更新 
・給湯器更新 

市営住宅 
管理戸数 

113 戸 113 戸 113 戸 113 戸 

 

➃ 計画期間における事業手法の決定【3 次判定－➃-4】」 

・計画期間(2021～2030 年）における事業手法は以下の通りとする。 

 

団地名 計画期間内における維持管理等の考え方 事業手法 

関戸第一 

住宅 

・長寿命化型工事（外壁改修工事、屋根改修工事、給排水管

改修工事）、居住性向上工事（風呂釜更新）の改善事業及び

退去時修繕を実施 

個別改善 

関戸第二 

住宅 

・長寿命化型工事（外壁改修工事、屋根改修工事、給水設備

改修工事、給排水管改修工事）、居住性向上工事（給湯器更

新）の改善事業及び退去時修繕を実施 

個別改善 

落川住宅 
・長寿命化型工事（外壁改修工事）の改善事業及び退去時修

繕を実施 
個別改善 

     ※長寿命化型改善事業（外壁改修工事、屋根改修工事、給排水管改修工事・給水設備改修工事）を実施の前年

度には、必要な測量、調査及び設計による「改修設計」を実施する。 
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７ 団地別・住棟別事業手法の選定 

・１次判定から３次判定を踏まえ、計画期間内における団地別・住棟別事業手法は以下のとおり

とする。 

 

■市営住宅等ストックの事業手法別戸数表 

 1～5年目 6～10年目 合計 

市営住宅等管理戸数 113戸 113戸 － 

 
・新規整備事業予定戸数 0戸 0戸 0戸 

 ・維持管理予定戸数 113戸 113戸 － 

 
 うち計画修繕対応戸数 23戸 90戸 113戸 

 
 うち改善事業予定戸数 90戸 23戸 113戸 

   個別改善事業予定戸数 90戸 23戸 113戸 

 
  全面的改善事業予定戸数 0戸 0戸 0戸 

 ・建替事業予定戸数 0戸 0戸 0戸 

 
・用途廃止予定戸数 0戸 0戸 0戸 
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資料-５ 日常点検項目一覧 

■（参考）公営住宅等日常点検マニュアルに記載されている日常点検項目 

 点検部位 点検項目 
法定点検

対象 

建

築

物 

１ 

敷地及

び地盤 

ア）地盤 ・地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 ● 

イ）敷地 ・敷地内の排水の状況 ● 

ウ）敷地内の通路 ・敷地内の通路の支障物の状況 ● 

エ）塀 ・組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀

等の劣化及び損傷の状況 

● 

・金属フェンス等の劣化及び損傷の状況  

オ）擁壁 ・擁壁の劣化及び損傷の状況 ● 

・擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 ● 

カ）屋外工作物 ・遊具、ベンチ等の劣化及び損傷の状況  

キ）屋外電気設備 ・外灯の不具合、劣化及び損傷の状況  

ク）通路・車路 ・平面駐車場の劣化及び損傷の状況  

・車路・歩道、スロープ、屋外階段の劣化及び損傷の

状況 

 

ケ）付属施設 ・自転車置場、ゴミ集積所等の劣化及び損傷の状況  

２ 

建築物

の外部 

ア）基礎 ・基礎の沈下等の状況 ● 

・基礎の劣化及び損傷の状況 ● 

イ）土台 ・土台の沈下等の状況 ● 

・土台の劣化及び損傷の状況 ● 

ウ）外壁（躯体等） ・木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ● 

・補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及

び損傷の状況 

● 

・ＰＣａ鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び

損傷の状況 

 

・鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造

の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 

● 

エ）外壁 

（外装仕上げ材等） 

・塗り仕上げ、タイル、石貼り等（乾式工法によるも

のを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況 

● 

（塗り仕上げ

を除く） 

・金属系パネルの劣化及び損傷の状況 ● 

・コンクリート系パネルの劣化及び損傷の状況 ● 

・窯業系サイディングの劣化及び損傷の状況  

・シーリングの劣化及び損傷の状況  

オ）外壁 

（窓サッシ等） 

・サッシ等の劣化及び損傷の状況 ● 

カ）建具 ・共用部ドア、住戸玄関ドアの劣化及び損傷の状況  

・シャッター（防火シャッター含む）、メーターボッ

クス扉、パイプスペース扉等の枠及び建具の劣化

及び損傷の状況 

 

キ）金物類 ・落下防護庇の劣化及び損傷の状況  

・集合郵便受、掲示板等、室名札の劣化及び損傷の状

況 

 

出典：公営住宅等日常点検マニュアル 
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点検部位 点検項目 

法定点検

対象 

建

築

物 

３ 

屋上及

び屋根 

ア）屋上面、屋上回

り 

・屋根の劣化及び損傷の状況 ● 

・雨樋の劣化及び損傷の状況  

イ）屋根 ・屋根の劣化及び損傷の状況 ● 

４ 

避難施

設等 

ア）廊下（共用廊下） ・物品の放置の状況 ● 

・手すりの劣化及び損傷の状況  

・床の劣化及び損傷の状況  

・壁・柱・梁の劣化及び損傷の状況  

・天井・軒裏の劣化及び損傷の状況  

イ）出入口 ・物品の放置の状況 ● 

ウ）バルコニー ・手すり等劣化及び損傷の状況 ● 

・物品の放置の状況 ● 

・隔て板、物干し金物等の劣化及び損傷の状況  

・床・壁・柱・梁・天井の劣化及び損傷の状況  

エ）階段 ・物品の放置の状況 ● 

・階段各部の劣化及び損傷の状況 ● 

建

築

設

備 

１ 

給水設

備及び

排水設

備 

ア）飲料用配管及び

排水配管（隠蔽部分

及び埋設部分を除

く） 

・配管の腐食及び漏水の状況 ● 

イ）給水タンク等、

給水ポンプ 

・給水タンク等の腐食及び漏水の状況 ● 

ウ）排水設備（隠蔽

部分及び埋設部分を

除く） 

・屋内雑排水管、汚水管、雨水管の腐食及び漏水の状

況 

 

出典：公営住宅等日常点検マニュアル 
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資料-６ 計画修繕周期一覧 

■（参考）公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（H28.8）に記載されている修繕周期表 
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84 

 

資料-７ 住棟別のライフサイクルコスト（LCC）とその縮減効果の算出 

 ライフサイクルコストとその縮減効果算出の考え方 

・策定指針におけるライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の算出の考え方に基づき、新規整備及び建

替事業を実施する市営住宅等についてはライフサイクルコストを算出し、長寿命化型改善事業

を実施する市営住宅等については、ライフサイクルコストの縮減効果を算出する。 

 

①  ライフサイクルコスト（LCC）の算出 

・策定指針に基づき、以下の方法にてライフサイクルコストを算出する。 

 

【算出の方法】 

・ＬＣＣ＝①建設費＋②改善費＋③修繕費＋④除却費 

①建設費：当該住棟の建設時点に投資した建設工事費 

②改善費：想定される管理期間における改善工事費の見込み額から修繕費相当額を控除した額（改

善事業を実施することにより不要となる修繕費を控除した額） 

③修繕費：管理期間における修繕工事費の見込額 

④除却費：想定される管理期間が経過した後の除却工事費の見込額 

なお、②、③、④は社会的割引率（４％）を適用して現在価値化する。 
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②  ライフサイクルコスト（LCC）縮減効果の算定方法 

・改定指針に基づき、以下の方法にてライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減効果を算出する。 

【算出の考え方】 

・公営住宅等長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業を実施する場合、実施しない場合、それぞれの

場合について評価期間中に要するコストを算出し、住棟単位で年あたりのコスト比較を行う。 

・算出に際しては、戸あたりコストを基に当該住棟の住戸数分を積算して、住棟あたりのコストを算出

する。 

・現時点以降、将来に発生するコスト（将来の改善費、修繕費、除却費）については、社会的割引率４％

／年を適用して現在価値化する。現在価値化の算出式は、次の通りとする。 

現時点以降の経過年数ａ年における「将来の改善費、修繕費、除却費」ｂの現在価値＝ｂ×ｃ 

ａ：現時点以降の経過年数 

ｂ：将来の改善費、修繕費、除却費 

ｃ：現在価値化係数 ｃ＝１÷（１＋ｄ）＾ａ 

ｄ：社会的割引率（0.04（４％）） 

【算出の手順】 

以下の手順でライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減効果を算出する。 

＜計画前モデル＞ 

①評価期間（改善非実施）Ａ 

・長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定される管理期間 

②修繕費Ａ 

・修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 

・上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記①評価期間（改善非実施）Ａ末までの各年の修繕費

を累積した費用とする。 

・現時点以後の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

③建設費 

・推定再建築費（＝当該住棟の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法施行規則第23条の率）。 

・ただし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場合は、建設当時の標準建設費で

代用する。 

④除却費Ａ 

・評価期間（改善非実施）末に実施する除却工事費 

・評価期間（改善非実施）末の時期に応じて、現在価値化して算出する。 

⑤計画前ＬＣＣ 

・計画前ＬＣＣ＝（③建設費＋②修繕費Ａ＋④除却費Ａ）÷①評価期間（改善非実施）Ａ（単位：円／

戸・年） 

＜計画後モデル＞ 

⑥計画期間（改善実施）Ｂ 

・公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（ＬＣＣ算定対象）及び公営住宅等長寿命化計画の計画期

間以後に想定される改善事業（ＬＣＣ算定対象）を実施する場合に想定される管理期間（目標管理期

間） 

⑦修繕費Ｂ 

・修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 

・上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記⑥評価期間（改善実施）Ｂ末までの各年の修繕費を

累積した費用とする。 

・現時点以降の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

⑧長寿命化型改善費 

・公営住宅等長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費及び公営住宅等長寿命化計画の計画期間以

降に想定される長寿命化型改善事業費の総額から修繕費相当額を控除した額。当該改善を複数回行う

場合はそれらの合計費用とする。 

・修繕費相当額の控除については、想定している長寿命化型改善項目に相当する「計画修繕項目の修繕

費乗率を除いて修繕費を算出すること（当該計画修繕項目の修繕費乗率を除いた修繕費乗率を推定再
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建築費に乗じて修繕費を算定すること）で対応している。 

・長寿命化型改善は現時点以後に行われるので、全て現在価値化して算出する。 

⑨建設費 

・推定再建築費（＝当該住棟の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法施行規則第23条の率）。た

だし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場合は、建設当時の標準建設費で代

用する。 

⑩除却費Ｂ 

・評価期間（改善実施）末に実施する除却工事費 

・評価期間（改善実施）末の時期に応じて、現在価値化して算出する。 

⑪計画後ＬＣＣ 

・計画後ＬＣＣ＝（⑨建設費＋⑧長寿命化型改善費＋⑦修繕費Ｂ＋⑩除却費Ｂ）÷⑥評価期間（改善実

施）Ｂ（単位：円／戸・年） 

＜ＬＣＣ縮減効果＞ 

⑫年平均縮減額 

・上記⑤、⑪より、年平均縮減額＝⑤計画前ＬＣＣ－⑪計画後ＬＣＣ 

⑬住棟あたりの年平均縮減額 

・以上より算出した年平均縮減額は戸あたり額であり、これに当該住棟の住戸数分を積算して、住棟あ

たりの年平均縮減額を算出する。年平均縮減額が＋であれば、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）縮減

効果があると判断できる。 

 

■ライフサイクルコストの算定イメージ 
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① 関戸第一住宅（A 号棟） 
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② 関戸第一住宅（B 号棟） 
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③ 関戸第一住宅（C 号棟） 
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➃ 関戸第二住宅（A 号棟） 

  

ＬＣＣ算定プログラムで「片廊下型」を算定する場合、「建

設年及びモデル住棟別推定再建築費」がＨ7年以降の対

応となっているため、Ｈ6年以前に建設された住宅につい

ては「階段室型」で算出を行う。 
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⑤関戸第二住宅（Ｂ号棟） 

 

 

ＬＣＣ算定プログラムで「片廊下型」を算定する場合、「建

設年及びモデル住棟別推定再建築費」がＨ7年以降の対

応となっているため、Ｈ6年以前に建設された住宅につい

ては「階段室型」で算出を行う。 
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⑥ 落川住宅（１号棟） 
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⑦ 落川住宅（２号棟） 
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